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※資格喪失後や一部負担金の割合が変わった後に、古い
保険証をお使いになると、医療費を返還しなければなら
ないことがありますので、ご注意ください。
※保険証に自己負担割合が記載されていますので、ご確認
ください。

○交付されたら記載内容の確認
をしましょう。
○貸し借りは、絶対にしないでく
ださい。
○保険証は、大切に保管しましょ
う。なくしたり破れて使えなく
なったときは、再交付できます
ので、市町村の担当窓口に申
請してください。



（限度額57万円） （38,000円）
（7.36％）

〔基礎控除額（33万円）+26.5万円×世帯の被
保険者数〕を超えない世帯

〔基礎控除額（33万円）+48万円×世帯の被保
険者数〕を超えない世帯

※65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者
特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

※65歳以上で年金収入のみの場合、153万円から211万円までの方

岩手県の保険料（平成28・29年度）

保険料は、個人ごとに決まり、被保険者一人ひとりに
納めていただきます。

世帯（世帯主と被保険者）の所得に応じて、均等割額
が軽減されます。

基礎控除額（33万円）を超えない世帯のうち、
被保険者全員の各種所得が0円の世帯（公的年
金控除額は80万円として計算）

※所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等－基礎控
除額（33万円）」を基準とします。

※



ケース1 単身世帯の本人の収入が年金のみの場合

ケース2
夫婦２人世帯で、夫の収入が年金のみ、
妻の収入が年金80万円以下の場合

300万円216万円211万円194.5万円153万円80万円以下

38,00030,40030,40019,0005,7003,800

軽減なし2割軽減2割軽減5割軽減8.5割軽減9割軽減

108,19246,36821,34415,27200

軽減なし軽減なし5割軽減5割軽減

軽減率

軽減率

均等割額

年金収入額

300万円264万円221万円211万円153万円80万円以下

38,00030,40019,00019,0005,7003,800

軽減なし2割軽減5割軽減5割軽減8.5割軽減9割軽減軽減率

均等割額

夫の年金収入額

※保険料総額は100円未満切り捨て
※均等割額の軽減は、高齢者特別控除15万円を差し引いた場合です。

※保険料総額は100円未満切り捨て
※均等割額の軽減は、高齢者特別控除15万円を差し引いた場合です。

所得割額

保険料総額
－－

108,19281,69650,04821,34400

軽減なし軽減なし軽減なし5割軽減－－軽減率

所得割額

146,10076,70051,70034,2005,7003,800

保険料総額 146,100112,00069,00040,3005,7003,800

184,100142,40088,00059,30011,4007,600

38,00030,40019,00019,0005,7003,800

軽減なし2割軽減5割軽減5割軽減8.5割軽減9割軽減軽減率

均等割額

000000

－－－－－－軽減率

所得割額

保険料総額

世帯の
保険料合計

38,00030,40019,00019,0005,7003,800



ただし、年収が次の条件に該当する場合
は、市町村の担当窓口に申請し、広域連合が
認めた場合、自己負担割合が１割になります。



　次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、市
町村の担当窓口に申請して広域連合が認めた場合、自己
負担分を除いた額が支給されます。

　事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を
受けたときや、海外渡航中に急病で診療を受けたとき

　医師が治療上必要と認めた、輸血した生血
代やコルセットなどの補装具代がかかったとき

　医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・
あんま・マッサージを受けたとき（歩行困難
でない方への往療料は対象となりません。）

　骨折やねんざなどで、柔道整復師の施
術を受けたとき（単なる肉体疲労や肩こ
りなどの場合は対象となりません。）

360円





次

交通事故などにあったとき

被保険者がお亡くなりになったとき

保険外併用療養費

訪問看護療養費

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをし
たときの医療費は、加害者の負担が原則ですが、届け
出により後期高齢者医療制度で治療を受けることがで
きます。この場合、広域連合が医療費を立て替え、あ
とで加害者に費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ま
せたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられな
くなりますので、示談の前に必ずご相談ください。



市町村職員や広域連合職員を装っ
た振り込め詐欺にご注意ください。
不審な電話等があったときは、お住
まいの市町村担当窓口または広域
連合までご連絡ください。

生活習慣病の早期発見や口腔機能の維持等を目的に、
広域連合と市町村が共同で健康診査（健診）及び歯科健
康診査（歯科健診）を行います。

前年度に75歳の誕生日を迎えられた方。

歯科健診の対象者

基本的な検査項目

健診及び歯科健診の受け方

●問診
●口腔清掃・口腔衛生指導
●歯石沈着・歯周疾患検査
●不正咬合検査
●口腔粘膜疾患検査
●義歯不適合検査
●反復唾液嚥下テスト

●質問票（服薬歴、喫煙歴等）
●身体計測（身長、体重、BMI）
●理学的検査（身体診察）
●血圧測定
●検尿（尿糖、尿蛋白）
●血液検査（脂質、血糖、肝機能）

等

健 診 歯科健診


